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環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
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国
内
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施
法
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁

書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
緒
方
林
太
郎
君
提
出
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
国
内
実
施
法
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
及
び
二
に
つ
い
て

環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ

ッ
プ
協
定
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
」
と
い
う
。
）
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
関
連
す
る
国
内
法
の

規
定
の
整
備
を
総
合
的
・
一
体
的
に
行
う
も
の
で
あ
り
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
規
定
す
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
必
要
か
つ
十
分

な
内
容
で
あ
り
、
そ
の
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
追
加
的
な
立
法
措
置
は
不
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

ま
た
、
同
法
律
案
は
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
現
時
点
で
想
定
さ
れ
る
影
響
に
対
応
す
る
た
め
に
も
必
要
か
つ

十
分
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
。


